
 

 

 

   泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 

 

 泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例（平成２０年泉南市条例第１８号）の一部を改正する条例を次のように改正する。 

第２条中「５７０，０００円」を「５１３，０００円」に、「５２０，０００円」を「４６８，０００円」に、「５００，００

０円」を「４５０，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年８月１日から施行する。 

 （泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の臨時特例に関する条例の廃止） 

２ 泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の臨時特例に関する条例（平成２５年泉南市条例第３１号）は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


